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第２回国営事業管理委員会（事後評価）技術検討会議事録 

(未定稿） 

                    日時：平成 24 年７月２日（月） 

                     場所：さいたま合同庁舎２号館５階 

共用 AV 会議室 504 

 

土地改良管理課長 

 本日はお忙しい中、技術検討会委員の皆様におかれましてはご出席いただきまして、

ありがとうございます。 

 ただ今から、第２回国営事業管理委員会（事後評価）の技術検討会を開催いたします。 

 それでは、開会に当たりまして関東農政局事業管理委員会委員長の平岩農村計画部長

よりごあいさつ申し上げます。 

 

農村計画部長 

 開会にあたり一言ごあいさつを申し上げます。 

  技術検討会委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中、ご出席を賜りまして、厚

くお礼を申し上げたいと思います。 

  国営事業の事後評価につきましては、総事業費 10 億円以上の国営土地改良事業等の

完了地区において、事業完了後、おおむね５年を経過した地区を対象に当該事業の実施

による効用及び利用状況の評価を実施することとしております。 

  本年度、関東農政局におきましては、「長野西部地区」において評価を実施すること

としており、本年８月の評価結果の公表に向けて作業をすすめているところでございま

す。 

  本日は、事後評価結果案につきまして、ご審議をお願いしたいと思っているところで

ございます。 

 お忙しい中お集まりいただき、時間が限られており、恐縮ですが、是非とも厳しいご

意見をいただきたいと思います。 

  簡単ではございますが、開催のごあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 

土地改良管理課長 

 本日は第２回の技術検討会ということになりますが、前回の検討会が現地調査でござ

いましたので、改めて関東農政局国営事業管理委員の紹介をさせていただきます。 

 (以下、委員の紹介は省略） 

 それでは、以降の議事進行につきましては河野委員長にお願いしたいと思います。よ



ろしくお願いいたします。 

 

河野委員長  

 それでは、会議次第に従いまして議事を進めたいと思います。まず、「直轄地すべり

対策事業長野西部地区評価結果(案)」について、事務局より説明をお願いします。 

 

農政調整官 

 直轄地すべり対策事業「長野西部地区」の評価結果(案）につきましてご説明いたし

ます。 

 

 (資料をもとに評価結果(案）を説明) 

 

河野委員長 

 評価結果書の総合評価として、適切な管理がなされている、また、保全に寄与してい

るということで、元々は地すべり地帯ですけど、本事業により地すべり活動が抑制され、

国土保全のみならず農業生産基盤や生活基盤が守られているということですが、何かご

質問、ご意見がありましたら、よろしくお願いいたします。 

  

奥山委員 

 国営直轄で排水トンネルをはじめ、色々な対策を実施されていて、先ほどご説明があ

ったように、ここの地区はブロックが点在しているということで大変な地区ではないか

と思いますが、きめ細かく対応されていると、前回の現地調査で感じました。 

 

佐々木委員 

 ２点ほど確認させていただきたいと思いますが、主に資料２になりますが、例えば、

農業資産被害軽減効果の事業なかりせばの被害額というと、対象区域の農業資産が全壊

したことを想定に被害額を算定しているのでしょうか。 

 もう１点は、農業資産被害軽減効果の年効果額が 60,019 千円となってるのですが、

資料２のＡ３の資料（P８）では 60.119 千円となっていて、ちょっと数字が違うよう

なのですが、同じ数字ではないかと思うのですが。 

 

農政調整官 

 まず１点目の被害状況がどうかということですが、本地区の特徴として、中山間地と

いうことで高低差があります。従って、土塊が崩れると下流に向かって流れ、農地なり

農業用施設はほぼ土砂をかぶって全壊してしまうという考え方になっております。 

 それから、もう１点の数字の件につきましては、おそらく数字の転記ミスだと思いま



すので、確認させていただきます。 

 

佐々木委員 

 同じ数字ですか。 

 

農政調整官 

 同じ数字です。 

 

河野委員長 

 資料２の１（４）は、全ての効果を足したものが 27,106,550 千円ですか。 

 

農政調整官 

 そうです。先ほどの数字は資料２の P３の 60,019 千円が間違いで、正しくは 60,119

千円です。 

 

河野委員長 

 諸藤先生いかがですか。 

 

諸藤委員 

 私は地すべりの工事自体は正直よくわからないですが、現地を拝見させていただいて、

感動しましたというのが正直な感想です。それで、私の専門的な視点から申し上げると、

管理の方が大変気になりまして、それに関連付けて質問ですが、資料１のＰ２の集落協

定締結状況についてですが、「本地区は 5 集落締結」ということですが、その５集落が

どこにあるのか教えてください。 

 

農政調整官 

 確認させてください。 

 

諸藤委員 

 わかりました。それから、前も確認したかもしれませんが、管理の部分で巡視員さん

にインタビューをされているというか、意見を伺われているようですが、資料４のＰ47

とＰ49 に巡視員さんの意見が掲載されていますが、これはどこの何の意見なのか、お

聞かせください。 

 

農政調整官 

 長野西部地区は６区域からなりますが、６つの区域で７人の巡視員さんがいらっしゃ



いまして、内訳で言いますと塩本という一番大きな区域が 2 人、あとの区域は１人です。

昨年の 12 月 21 日に聞き取りを行っています。 

 

諸藤委員 

 はい。ありがとうございます。今おっしゃった巡視員さん、塩本の 2 人の方は、最初

（に整備した区域）と追加（整備）した区域がありますよね。その時に関わられた方が

巡視員さんになられているのですか。 

 

農政調整官 

 工事の時からということですか。 

 

諸藤委員 

 はい。そのような記載がありましたので。 

 

農政調整官  

 お一人は途中で変わっていらっしゃいます。もう一人の方は、西側（伊切）の区域の

方ですが、当初から関わっている方です。 

 

諸藤委員 

 わかりました。ありがとうございます。 

 

河野委員長 

 今後の課題で、「販路の拡大」「地域農業の持続」という部分でもう少し発展的な表現

を入れられないかなと思います。都市が近いので、そういった文章を入れられたらと思

います。確かに安心・安全がキーワードとなっておりますが、人口が減少しているなど

本地区に限ったことではありませんが、将来につながる動きは見られないのでしょうか。 

 

農政調整官 

若干、地域農業のところで書かせていただいているのですが、新たな取組としてにん

にくや花卉といったものが出てきています。ただ、段階でいうとまだ数戸で、これが大

きく発展していくかということになると、まだ未知数です。そこはなかなか書けなかっ

た部分であります。資料４のＰ28 の④で先ほど説明したことよりもう少し詳しく書い

ておりますが、旧大岡村での取り組みとして、元々旧大岡村は、自家消費の割合が高い

ということで、その中でも高齢化で対応できる作物として、有志の農家でにんにく栽培

組合を組織化し、ブランド化を目指し、生産と共同出荷に取り組んでいます。それから、

旧信州新町では、ジャーマンアイリスやサトイモ科のカラーという花卉の栽培も行われ



ているということで、これは中原区域で生産されています。これが小規模でありますが、

直売所に出荷されて、今後の振興が期待されているところです。新たな芽としてはまだ

小さいのですが、そのような状況です。 

 

河野委員 

 今おっしゃっていた、にんにくやサトイモ科のカラー、そのような例を入れられたら

どうですか。それから直接支払制度（中山間地域等直接支払交付金）の方も具体的な例

や展望があれば入れた方がわかりやすいと思います。 

 

農村計画部長 

 そうですね。先生におっしゃっていただいたように、農業構造的には厳しいところも

ありますけれども、地域特産的なところや工夫しながら小規模かもしれないけれど、新

しい面に取り組む方向性が出てきていることをこれまで調べてきている材料を整理し

て、記述できる範囲で記述したと思います。 

 

河野委員 

長野市に近いので、販路はあるはずですからね。ただ後継者がいないといった問題は

ありますが。 

 

農村計画部長 

大産地は無理かもしれませんが、付加価値を付けて工夫しながら、やっているといっ

たことを具体的に記述したいと思います。 

 

奥山委員 

 地すべり活動の移動量と地下水位について、今回、データを出していただいたのです

が、２つ程お願いがあります。 

 今回測られたのは、地すべりの抑制のためのデータということで観測していたかと思

います。直轄事業を実施していた時期から数年置いて今回データをとったということで

すが、例えば、移動量についても誤差の範囲内であったということが確認でき、一安心

となりました。それができたのは、事業実施当時使っていた観測点が残されていたので、

今回観測したデータと比較することで確認できたわけです。残念ながら無くなっていた

観測点もありましたが、今後、何らかの要因で新たに変状が現れた際にこれまでのデー

タを比較することによって、原因や対策の検証に有効なデータになるよう、これまで使

っていた測点の保存に是非努めていただきたい。地元の協力が必要になると思いますけ

れども。というのが１点です。 

 そして２点目は、地下水位についても、以前と同様な範囲だったというお話だったの



ですけれども、もちろん、地下水位は、季節や雨が降ったり降らないといったことで大

きく変動する、幅を持ったものですので、それと比較するのも難しい点があると思いま

す。今回、少し水位が上昇していた点もあったことについて、どう考えるかということ

ですが、今回は、昨年と今春の２回実測したところ、地下水位が高かったことは、一つ

の事実ですので、今回の結果について、それっきりではなく、もう一度測定して確認す

ることも必要なのではないかと思います。地下水位、あるいは地下水圧は我々の体で言

うと血圧に相当するのではないかと思います。１つの例えですけれども。血圧もたまに

測って高かったねというと一時的なものなのかということになりますので、是非そうい

う点でデータを過去と比較できるように活用していただいたらと思います。 

 

地質官 

 ご指摘いただいた点につきまして、管理ということで、県、市、巡視員さんも併せて

取り組んでおられますので、そういう方々と話し合いをしながら、できるだけ観測点の

保存というか保全というのをはかっていくようにお話しをしたいと考えています。 

 

諸藤委員 

 今のところに関連してくるのですが、今後の課題の前半の管理の部分で、今おっしゃ

ったような実際にデータを取るための測定をするのも管理の一つと考えますし、それと

併せて、長野県、長野市、巡視員の管理体制というのがどういうものなのかというのが、

現地を拝見させていただいてお話を伺った際に、実は巡視員さんから 

よく聞き取れず、わからなかったので、今調べていただいているかと思いますけど、例

えば資料４のＰ30 に過去５年の維持管理費、費用の部分については書いておりまして、

長野県直営分と長野市委託分がこのようになっていますと。そして、Ｐ29 に管理体制

のフローというのがあります。ここには、確かに直営の管理として観測をするとか、委

託の部分でチェックをするとなっていますが、ここをもう少しマニュアル化というか、

そういったものがあるというのを文言に盛り込んで、実際に現場でそういうものを作っ

て活用していただけるような、これからの管理システムをちゃんと作っていくようにと

いう方向に持っていっていただきたい。実際に先日、信州新町にお伺いした際にも、こ

こにも書いてありますけど、事業実施当時の推進協議会の方が巡視員になってらっしゃ

る方も結構いらっしゃって、高齢化されている、それから、巡視員でない方は、一緒に

地区を回っても、見るポイントが分からない人がいるという話だったんです。それでは、

特に塩本区域は広いので、複数の人数で回っているということでしたから、そういう場

合には、そういったマニュアルをきちんと作られていないと、管理という面では不安が

残るという印象がありましたので、是非その辺を県や市の方にもお伝えいただいて、こ

こにもそういったことを盛り込んでいただくようお願いします。 

 



河野委員長 

 これはチェックリストがあって、それをチェックするのではないのですか。そのよう

なものがあれば、そのまま資料の中に入れてもらえれば良いと思います。 

 

諸藤委員 

 資料 4 のＰ30 の長野市委託分については、県と同様に内訳を注意書きいただければ

と思います。 

 

河野委員長 

Ｐ30 の②の部分ですね。どういう項目を一括で委託しているかということですね。 

 

地質官 

 管理のマニュアル等につきましては、確認させていただきたいと思います。 

 

佐々木委員 

 今のことに関連するのですが、巡視員というのが、最初に任命された方がずっと行っ

ていらっしゃるということですが、地域で要請していくというシステムが必要なのかな

と思います。誰に引き継いで良いのか、わからないという話だったと思いますが、でき

るだけ直接、巡視員にならなくても巡視員になれるような条件をできるだけ多くの地域

に作っていくこともこれから大事になると思います。その辺りをご検討いただければと

思います。 

 

河野委員 

 現地調査の際に巡視員の代表として２人の方にお伺いしましたけれども、将来に巡視

員の後継者がいないことが不安だとおっしゃっていました。これについてのご検討をよ

ろしくお願いします。 

 また，配付の地区別結果書というのもＨＰで公表されるのですか。 

 

農政調整官 

 資料１、２、４が公表対象となります。 

 

河野委員長 

 帰られてから何かご意見があればメールを事務局にお願いします。本日の意見に対す

る回答はメール等で報告をいただけるのでしょうか。 

 

 



農政調整官 

 本日いただいた意見につきましては、次回の検討会でご回答させていただきます。 

 

河野委員長 

 本日のご意見も評価結果書の技術検討会の意見として記載されるのですか。 

 

農村計画部長 

 ７月 20 日（第３回技術検討会）にもう一度はからせていただきますので、それまで

に今日いただいたご質問についてご確認させていただきます。 

 

河野委員長 

 委員の皆様方、そういうことですのでよろしくお願いいたします。本日の委員の皆様

方からのご質問、ご意見等は以上でございます。この後は、事務局より本日に提示いた

だいた評価結果を委員の皆様より頂戴しましたご意見を踏まえて修正した上で最終的

な評価結果を取りまとめていただくということになります。本日ありましたご意見、ご

質問を次回までに取りまとめるということでよろしくお願いいたします。本日の議事内

容につきましては、事務局から議事概要、議事録の公表を行うこととなりますので、後

ほど事務局から、委員の皆様方へご確認をお願いいたすことになります。本日は以上を

もちまして、予定しておりました議事を終了いたしましたので、議事進行を事務局にお

返ししたいと思います。 

 

土地改良管理課長 

 どうもご審議ありがとうございました。委員長からもありましたように、本日ご議論

いただきました点を踏まえまして、次回、最終的な報告案を提示させていただきます。 

 次回の開催は、お忙しいところを恐縮ではございますが、７月 20 日とさせていただ

きたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。詳細につきましては

後ほど事務局より改めてご連絡をさせていただきたいと考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 

 それでは、以上をもちまして「第２回国営事業管理委員会技術検討会」を閉会いたし

ます。誠にありがとうございました。 


